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研究成果の概要（和文）：

本研究では、企業等の研究開発において創造された「技術」をブランド化するための知的財産

戦略について調査・研究を行った。「技術」のブランド化は、技術そのものを可視化し、顧客の

知覚品質を向上させ、製品の競争力を高め収益の増大を図るために有効であると認識している

企業は多いが、そのための組織体制の構築や知的財産戦略の実施は十分に行われていないこと

が把握された。

研究成果の概要（英文）：
We conducted the research study on the intellectual property strategy for branding
technology of companies. Most of companies have recognized that “Technology branding” is
effective in order to visualize the technology itself, improve the perceived quality of
customers, increase revenue, and enhance the competitiveness of the product. However,
development of organization and implementation of IP strategy for technology branding
has not been sufficiently performed.
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１．研究開始当初の背景
（１）急速な技術革新の中で、産業のグロー
バル化、研究開発のオープン化、製品のモジ
ュール化、製品の性能・品質のコモディティ
化が進み、産業構造の変化や付加価値構造の
変化が著しい今日、「技術のブランド化」（テ
クノロジーブランディング）は、企業が競争
優位を確保し新たな付加価値を創出するた
めに、また、技術を強みにした「ものづくり

国家・日本」を再生し、わが国のさらなる産
業発展をもたらす上でも、今後ますます重要
となることが予想される。
「ブランド」とは、ある売り手の商品やサ

ービスを、他の売り手の商品やサービスとは
異なるものとして識別するための概念（名称、
用語、シンボル、マーク、デザイン等）をい
い、従来は、企業ブランドや商品ブランドが、
主として「ブランド」に該当するものとして
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認識されてきた。しかし、このような従来の
企業・商品ブランドとは異なるものの、近年
になり重要性を増してきたと考えられるの
が「技術ブランド」である。

（２）「技術ブランド」とは、商品やサービ
スを構成している要素の一つである「技術」
がブランド化されたものをいい、そのブラン
ド化された技術が、企業の各商品の構成要素
として横串的に配置され、商品ブランド全体
に適用されて、各商品の持つブランドイメー
ジの向上に資するだけでなく、企業ブランド
の強化にもつながって、他社からの競合優位
を維持する効果が発揮されるのである。
また「技術のブランド化」には、技術その

ものを可視化し、知覚品質を向上させる効果、
他社との技術ライセンスや企業間のアライ
アンスの場面において、対象となる技術の優
位性を明確に示すという効果、従来商品と異
なるカテゴリの商品に要素技術を転用する
ときに容易にブランド拡張ができるという
効果があると考えられる。

（３）「技術のブランド化」は、「技術で『商
品』を売る」という発想よりも、むしろ積極
的に「技術」そのものの価値を認め、いわば
「技術という『商品』を売る」発想に近いも
のである。このような視点は、技術力を強み
とする日本、特にいわゆる国内製造業にとっ
て極めて重要なものであり、「技術経営」の
目的と言われる「製造企業における長期的な
付加価値創造の最大化を実現する」ための重
要な戦略の一つになり得ると考えられる。
また、大企業に限らず、技術系ベンチャー

にとっても、「技術のブランド化」が投資獲
得、ライセンスアウト、Ｍ＆Ａに対する戦略
の一つになり得ると考えられる。

（４）一方、「ブランド」は自他商品等を識
別する概念（名称、用語、シンボル等）であ
り、「知的財産」としての側面も有すること
から、「技術のブランド化」に向けた製造業
等における諸活動は、「技術経営」の分野に
おける戦略と捉えるのみならず、「知的財産
を企業の経営戦略上で重要な経営資源と位
置付け、自社内外の知的財産権を回避・利
用・活用して、収益の増大、ひいては企業価
値の向上をもたらすための戦略」、即ち「知
的財産戦略」の一分野として捉えることも可
能と考えられる。
しかしながら、「技術経営」の分野では、「技

術のブランド化」についての法的な側面や
「知的財産戦略」という視点からの研究はほ
とんどされておらず、他方、「知的財産戦略」
の分野では、商品やサービスの名称としての
「ブランド」を前提とする議論はあるものの、
「技術のブランド化」についてはほとんど研

究されてこなかった。

２．研究の目的
本研究は、企業等の研究開発において創造

された「技術」をブランド化するための「知
的財産戦略」について調査・研究を行うもの
である。製造業等において長期的な付加価値
創造の最大化を実現するためには、保有する
「技術」をブランド化し、その技術ブランド
を戦略的に活用することが重要と考えられ
る。そこで、本研究は、技術ブランドを製造
業等の「知的財産」として活用するための「知
的財産戦略」の調査・研究を行うことを目的
とする。

３．研究の方法
（１）関連文献及び先行研究論文調査
各種データベース等を利用して「技術のブ

ランド化」及び「知的財産戦略」についての
関連文献及び先行研究論文収集し、その内容
を検討した。文献・論文収集に当たっては、
いわゆる技術ブランドが法的保護を受け得
るかという視点ではなく、あくまでも製造業
等が、技術ブランドを「知的財産」として戦
略的に「活用」できるかという視点を中心と
して研究を行うことを念頭に置いた。

（２）「技術のブランド化」に関する事例の
収集及びヒアリング項目の検討
文献・論文調査と並行して、「技術がブラン
ド化された事例」（国内及び外国事例）を文
献ベースで収集し、その類型化を行った。そ
の上で、企業に対してヒアリングを行う際の
質問項目を検討した。

（３）「技術のブランド化」に関する国内企
業へのアンケート設計
収集した文献・論文及び技術のブランド化の
事例及び上記類型を考慮しながら、国内企業
に対する「技術のブランド化」の知的財産戦
略に関するアンケートの設計を行い、アンケ
ート調査票を作成した。企業に対するヒアリ
ング項目検討及びアンケート設計の際は、企
業の規模・業種等に配慮しながら、「技術の
ブランド化における知的財産戦略」という観
点から質問項目を設計することに留意した。

（４）「技術のブランド化」に関する米国企
業・機関へのヒアリング調査
「技術がブランド化された事例」として収
集・類型化された技術ブランドを用いている
米国企業に対して、ヒアリング調査を行った。
具体的には、「テフロン」を開発した米国デ
ュポン社（デラウェア州）、「Intel Inside」
キャンペーンを行っているインテル株式会
社（カリフォルニア州）に訪問しヒアリング
調査を行った。



さらに、米国特許商標庁（USPTO）及び米
国特許事務所である Sughrue, Mion PLLC（ワ
シントン D.C.）を訪問し、米国企業等におけ
る「技術ブランドの知的財産戦略」の現状・
法的保護に関しヒアリング調査を行った。

（５）「技術のブランド化」に関する欧州機
関へのヒアリング調査
欧州における技術のブランド化に関する知
的財産戦略及び法的保護の状況等について
調査すべく、スペインの欧州共同体商標意匠
庁（OHIM）スイス、ジュネーブの世界知的所
有権機関（WIPO）を訪問し、ヒアリング調査
を行った。
（６）「技術のブランド化」に関する国内企
業へのアンケート調査の実施及び結果分析
（３）において設計したアンケート調査票

を用いて、「技術のブランド化」の知的財産
戦略に関するアンケート調査を、国内企業対
象に対して実施し、その結果を分析した。

（７）「技術のブランド化」を用いた知的財
産戦略立案・遂行に取り組む国内企業に対す
るヒアリング調査
「技術のブランド化」に関する知的財産戦略
について取り組んでいる国内企業に対して
ヒアリング調査を行った。

（８）「技術のブランド化」に関するアジア
企業・機関へのヒアリング調査
「技術がブランド化された事例」として収
集・類型化された技術ブランドを用いている
アジア企業に対して、ヒアリング調査を行っ
た。具体的には、韓国のサムスン電子（韓国・
水原）を訪問し、ヒアリング調査を行った。
また、韓国の特許事務所である KIM & CHANG
を訪問し、「技術のブランド化」の法的保護、
及び知的財産戦略の立案・遂行に関してヒア
リング調査を実施した。

（９）「技術のブランド化」に関する国内の
大学等の研究機関に対するヒアリング調査
大学等の研究機関における「技術のブラン

ド化」を活用する意義、産学連携・技術移転
における「技術のブランド化」を活用した知
的財産戦略の可能性について、国内の大学等
の産学連携担当者に対しヒアリング調査を
行った。

４．研究成果
（１）「技術のブランド化」に関する事例と
その類型化
本研究では技術ブランドを、①対象となる
「技術」が製品の要素技術、原材料、素材、
含有成分等に該当するが、製品名称や企業名
称には該当しないケース、②対象となる「技
術」が製品名称そのものとなるケース、③対

象となる「技術」が企業名称そのものとなる
ケースとに大別した。①の例としては、デュ
ポンの「テフロン」、シャープ（株）の「プ
ラズマプラスター」、トヨタ自動車（株）の
「GOA」等が、②の例としては、（株）ロッテ
のキシリトール、③の例としては、Bluetooth
SIG Inc.の Bluetooth 等が挙げられる。

（２）ヒアリング項目及びアンケート設計
企業へのヒアリング調査及びアンケート設
計においては、①会社におけるブランド構築
への取組みの現状、②会社における技術のブ
ランド化への取組みの有無、③技術のブラン
ド化に取り組む際の知的財産戦略の 3項目に
ついて重点を置くこととした。また、法律事
務所や公的機関に対するヒアリングにおい
ては、技術ブランドの法的保護（知的財産権
による保護及びその活用）の状況、各国の知
財政策も項目に加えた。

（３）「技術のブランド化」に関する米国企
業・機関へのヒアリング調査結果
米国デュポン社（デラウェア州）では、技術
ブランドとして「テフロン」のブランド価値
を持続していくために、特に物質特許消滅後
の商標権を活用したライセンス管理が極め
て重要であるとのことだった。インテル株式
会社（カリフォルニア州）では、知財部門と
研究開発部門、さらには法務部門、マーケテ
ィング部門との緊密な連携が技術のブラン
ディングにおいては重要であるとのことで
あった。米国特許商標庁（USPTO）及び米国
特許事務所では、知財政策の現状及び米国で
の技術ブランドの事例、知財法による保護の
現状について状況を伺った。

（４）「技術のブランド化」に関する欧州機
関へのヒアリング調査
欧州共同体商標意匠庁（OHIM）世界知的所有
権機関（WIPO）では、欧州における知財政策
の現状ならびに欧州企業における技術ブラ
ンドの事例、知財法による保護の現状につい
て状況を伺った。

（５）「技術のブランド化」に関する国内企
業へのアンケート調査結果
アンケート調査に対し回答のあった国内企
業４０社の調査結果は以下の通りである。
ブランド戦略立案、ブランド構築に関与して
いる部門としては、①知財部門、②営業販売
部門が担当していることが把握され、製品の
ブランディングにおいては、製品の機能、性
能、スペックを重要視している企業が多いこ
とが分かった。また、技術をブランド化する
取組みをすでに行っていると回答した企業
は２０％に留まり、これから取り組んでいっ
たほうがよいと思うと回答した企業が５



５％を占めた。
技術ブランドへの取組み行う企業の目的と
しては、①顧客や関係者からの技術に対する
理解や認知度を高めるため、②高い技術力を
有した会社であるという企業イメージを高
めて企業価値を向上させるため、と回答した
企業が多く、企業内の部門間のコミュニケー
ションを高める目的や他社との企業間アラ
イアンスを活性化させる目的、と答えた企業
はわずかであった。
知財戦略としては、技術ブランドについて、
すでに登録商標を取得していると回答した
企業が７５％を占めた。また、特許出願中及
び特許取得済みと回答した企業はすべてで
あった。また、技術ブランドについては、自
社製品のうち単独製品のみに使用している、
と回答した企業が６７％を占めた。
技術ブランドの決定に関与の高い部門とし
ては、研究開発部門、次いでマーケティング
部門、知財部門が挙げられた。
技術ブランドを適用したことによる効果と
しては、①広告宣伝効果による顧客や関係者
からの技術に対する理解や認知度の高まり、
②技術が使用された商品が高品質、高機能で
あるというイメージを顧客に持たせること
ができたという効果を挙げる企業が多い一
方、その技術がその製品のみならず、他の製
品に転用が行われるようになり、展開性が高
まる効果を挙げる企業はなかった。

（６）「技術のブランド化」を用いた知的財
産戦略立案・遂行に取り組む国内企業に対す
るヒアリング調査
「技術のブランド化」に関する知的財産戦略
について取り組んでいる国内企業に対して
ヒアリング調査を行った。ヒアリング調査か
ら得られた点としては、技術のブランド化及
びその知的財産戦略を意識して取り組んで
いる企業はまだ一部の企業に限られている
こと、その一方で、高品質、高機能等をアピ
ールして製品を売り込むことは行っている
が、必ずしも顧客の求める価値を提供するこ
とに繋がらずに、収益を出すことに直結しな
い場合があることを認識し始めている企業
が増えてきていることが分かった。また、技
術のブランド化に取り組んでいる企業にお
いては、特許法、商標法、意匠法等の知財ミ
ックスでの多面的な保護を実施したり、大学
等との共同研究による実験結果や研究者に
よるコメント等を広報に活用するなどの工
夫を行っていることが把握された。

（７）「技術のブランド化」に関するアジア
企業・機関へのヒアリング調査
韓国のサムスン電子（韓国・水原）では、自
社においては製品のライフサイクルが短く、
一つの技術が製品に搭載される期間が短い

ことが多く、ある技術を永続的にブランド化
して様々な製品に転用したり、長期間ブラン
ド価値を維持していくという発想が乏しい
ため、技術のブランド化に対する意識がまだ
低い状況である、とのことであった。やはり、
技術ブランドとして長期間に渡って守るべ
き、基幹となる技術を開発すること自体がま
ず必要ではないか、とのコメントを得た。
韓国の特許事務所である KIM & CHANG では、
韓国における知財政策の現状、商標法、特許
法による技術ブランドの法的保護について
コメントを得た。我が国と知財法が類似する
点が多く、商標法における商標の使用におけ
る問題点、普通名称化の問題点等について、
同様の共通認識を得た。

（８）「技術のブランド化」に関する国内の
大学等の研究機関に対するヒアリング調査
３校の国立大学及び私立大学の産学連携本
部、知財本部担当者に対してヒアリングを行
ったところ、技術のブランド化については関
心が高いが具体的な取組みはこれからであ
ること、基礎研究や応用研究の成果について、
企業へ技術移転・ライセンス等を行う際に、
技術をわかり易く見える化（可視化）して、
アプリケーションへの転用を示す方策とし
て技術のブランド化の活用が有益であるの
ではないか、とのコメントを得た。

（９）まとめ
企業ブランド、製品群ブランド、製品ブラン
ドのレイヤーのみならず、製品に含まれる技
術について成分ブランドして可視化を行い、
それによって他の製品との差別化を行って、
顧客品質を向上させる方法として、「技術の
ブランド化」が有効であることは企業におい
ても認識が高まってきていることが把握さ
れた。しかしながら、それを実現させるため
の有効な組織体制の構築や具体的な知的財
産戦略の実施については、企業における取組
みは未だ十分な状況ではないことがわかっ
た。
会社全体の経営戦略のもと、研究開発部門、
知財部門、製品企画部門、マーケティング部
門、広報部門等の各部門同士が互いに横断的
に連携し合い、ブランド戦略の立案・構築に
臨むことが必要と考えられる。
また、技術のブランド化における知財戦略を
立案する際には、特許法、商標法による知財
ミックスによる保護を行うことが必要であ
るとともに、「商標の使用」に関する問題点、
普通名称化に関する問題点等に十分留意が
必要である。
本研究により、技術のブランド化に対する取
組みの先進事例に触れ、企業における技術の
ブランド化についての知的財産戦略の現状
を把握できたが、今後も引き続き、さらなる



効果的な手法、成功事例などを収集し、効果
的な「技術のブランド化」の活用と知的財産
戦略の在り方について、企業内の組織体制も
含めて、検討を行っていく所存である。
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